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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、公益通報者保護法（平成１６年法律１２２号。以下「法」という）

の規定に基づき、第２条第４項に規定する内部通報及び第２条第６項に規定する外部

通報を適切に処理するために必要な事項を規定することにより四日市市（以下「本市」

という。）における公益通報者の保護を図るとともに、内部通報により本市組織おける

自浄作用の向上をもって本市の法令遵守を図ること及び外部通報により事業者の法令

遵守を推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「本市職員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。 

(1) 本市の職にある者 

(2) 通報の日前１年以内に本市の職にあった者 

２ この要綱において「委託先事業者」とは、次の各号に掲げる者をいう。 

(1) 本市の各機関と請負契約その他の契約を締結している事業者及び指定管理事業者

の役職員 

(2) 通報の日前１年以内に前号に掲げる者であった者 

３ この要綱において「法令違反行為等」とは、次のいずれかの行為をいう。 

(1) 本市及び本市職員等の職務の執行について、法令等に違反する行為及びその他不 

適正な行為 

(2) 委託先事業者の職務の執行について、法令等に違反する行為及びその他不適正な

行為 

４ この要綱において「内部通報」とは、本市及び本市職員等、委託先事業者による法令

違反行為等が生じ、又はまさに生じようとしていることを第５条に規定する通報窓口

に通報することをいう。 

５ この要綱において「外部の労働者等」とは、次に掲げる者をいう。 

(1) 通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派 

遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者（以下「取引先事業 



者」という。）の労働者 

(2) 通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者 

(3) 通報の日前１年以内に、前２号に規定する者であった者 

(4) 前３号に規定する者のほか通報内容となる事実に関係する事業者の法令遵守等を 

確保する上で必要と認められる者 

６ この要綱において「外部通報」とは、外部の労働者等からの法第２条第３項に規定す

る通報対象事実にかかる通報及びその他の法令違反等に関する通報のうち、処分又は

勧告等の権限を本市が有するものについて、第５条に規定する通報窓口に通報するこ

とをいう。 

７ この要綱において「主管課」とは、外部通報における通報内容となる事実に関する事

務を所掌する部署をいう。 

８ この要綱において「公益通報」とは、内部通報及び外部通報をいう。 

９ この要綱において「通報者」とは、内部通報又は外部通報をした者をいう。 

１０ この要綱において「対象事案」とは、通報窓口に対して公益通報された事案をい

う。 

１１ この要綱において「是正措置等」とは、是正に必要な措置及び再発防止策を併せた

措置等をいう。 

１２ この要綱において「通報対応業務」とは、対象事案の受け付け及び調査並びに是正

措置等を検討し、実行する業務をいう。 

１３ 前項の規定にかかわらず、業務の全部又は一部を実行する場合のいずれであって

も「通報対応業務」に従事しているものとみなす。 

１４ この要綱において「通報者等を特定させる事項」とは、通報者又は調査に協力した

者が誰であるかを認識することができる事項をいう。 

１５ この要綱において「範囲外共有」とは、通報者等を特定させる事項を必要最小限度

の範囲を超えて共有する行為をいう。 

（通報統括責任者等の設置） 

第３条 本市は、公益通報に対応する仕組みを整備するとともに次項に規定する通報対

応業務を統括する通報統括責任者を置くこととし、総務部長をもってこれにあてる。 

２ 通報統括責任者は、次の各号に掲げる通報対応業務を統括するものとする。 

(1) 共通事項 

ア 通報窓口の設置 

イ 本市職員の通報への適切な対応の推進 

ウ 本市における通報体制及び運用状況等の公表 

(2) 内部通報のみに関する事項 

  ア 市長その他本市幹部職員に対する内部通報における独立性の確保に関する措置 

  イ 通報窓口における通報の受け付け及び調査の実施 

ウ 調査の結果に基づく是正措置等の指示 

  エ 通報者に対する通知 

(3) 外部通報のみに関する事項 

  ア 通報窓口における通報の受け付け 



イ 主管課との連絡調整 

３ 本市は、外部通報に誠実かつ的確に対応するため、外部通報対応責任者を置くこと

とし、主管課の長をもってこれにあてる。 

４ 外部通報対応責任者は、外部通報を適切に処理するため次の各号に掲げる通報対応

業務を行うものとする。 

(1) 対象事案にかかる調査 

(2) 通報者に対する通知 

(3) 通報者に対するフォローアップ 

（外部調査員） 

第４条 本市は、公益通報を適正に処理するため、公平で中立な立場から職務を遂行で

きる者のうちから公益通報外部調査員（以下「外部調査員」という。）を選任すること

ができるものとする。 

２ 外部調査員は、通報窓口に対して意見を述べ、助言をし、通報窓口と協力して調査を

することができるものとする。 

（通報窓口） 

第５条 本市は公益通報を受け付けるため、総務部総務課に通報窓口を設置するものと

する。 

２ 通報統括責任者は、総務部総務課の担当者を通報窓口担当者として定め、第３条第

２項に規定する通報対応業務を通報窓口担当者に行わせることができるものとする。 

（通報窓口の利用方法） 

第６条 公益通報しようとする者は、公益通報書（第１号様式）により、封書、電子メー

ル、ファクシミリ等により通報窓口に通報するものとする。 

２ 前項による通報が匿名でなされたときは、通報窓口は可能な限り実名による通報と

同様に取扱うものとする。 

（通報の受け付け） 

第７条 通報窓口担当者が公益通報を受け付けたときは、通報者に対し不利益な取扱い

が行われないことや手続の流れ等を説明するものとする。 

２ 前項の規定により受け付けた公益通報が外部通報であったときは、通報窓口担当者

はその内容を主管課に取り次ぐものとする。 

３ 公益通報が通報窓口以外になされたときは、すみやかに通報窓口担当者に取次ぎ、

通報窓口において公益通報を受け付けるものとする。 

 

第２章 内部通報への対応等 

（内部通報の受理） 

第８条 通報窓口担当者は、内部通報をした通報者に対し、当該通報を受理又は不受理

とした旨を内部通報受理・不受理通知書（第２号様式）により遅滞なく通知するものと

する。ただし、通報者が当該通報にかかる通知を望まない場合その他やむを得ない理

由がある場合はこの限りでない。 

（内部通報の調査） 

第９条 通報統括責任者は、当該通報内容が他の通報により調査中の対象事案と同種案



件である場合、既に対象事案に関する調査又は是正措置等がとられ解決済みである場

合、通報者と連絡が取れず事実確認が取れない場合その他正当な理由がある場合を除

いて、直ちに通報窓口担当者に必要な調査を実施させるものとする。 

２ 通報窓口担当者は、法令遵守推進監と協力し、法及びこの要綱の趣旨を踏まえ、誠実

かつ公正に調査を行うものとする。 

３ 通報窓口担当者は、対象事案について必要があると認めるときは、通報対象部局や

関係職員から事情を聴くことができるものとする。 

４ 通報統括責任者は、調査の結果、市長その他本市幹部職員が関与する法令違反行為

等が明らかになったときは、調査に関する独立性を確保するための措置を講じるもの

とする。 

（内部通報における是正措置等） 

第１０条 通報窓口担当者は、調査の結果、法令違反行為等が明らかとなったときは、そ

の旨を通報統括責任者に報告するものとする。 

２ 通報統括責任者は、前項による報告を受けたときは、速やかに当該法令違反行為等

の発生部署を所管する部局の長に対し是正措置等の検討及び実行について指示するも

のとする。 

３ 前項の規定により通報統括責任者より指示を受けた部局の長は、速やかに是正措置

等を検討及び実行し、是正措置等の内容を通報統括責任者に報告するものとする。 

４ 通報統括責任者は、市長その他本市幹部職員が関与する法令違反行為等が明らかに

なったときは、是正措置等の検討及び実行に関し、独立性を確保するための措置を講

じた上で是正措置等の検討及び実行するものとする。 

５ 通報統括責任者は、法令違反行為等にかかる是正措置等が適切に機能しているかを

検証し、適切に機能していないことが判明したときは、当該法令違反行為等の発生部

署を所管する部局の長に対し追加の是正措置等を指示するものとする。 

（調査結果及び是正措置等の通知） 

第１１条 通報統括責任者は、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プ

ライバシー等の保護に支障がない範囲内において、第９条に規定する調査が完了した

ときは内部通報調査結果通知書（第３号様式）により、前条に規定する是正措置等を実

行したときは内部通報是正措置等通知書（第４号様式）により、遅滞なく当該通報者に

対し通知するものとする。ただし、通報者が当該通報にかかる通知等を望まない場合

その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 

（処分等） 

第１２条 本市は、第９条による調査の結果法令違反行為等が明らかになったときは、

当該法令違反行為等に関与した者に対して適切な処分等を課すものとする。 

（通報者の保護等） 

第１３条 本市及び委託先事業者は、内部通報をした通報者に対して、当該通報をした

ことを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。 

２ 本市職員等及び委託先事業者の役職員等は、通報者を特定させる事項を範囲外共有

してはならない。 

３ 本市職員等及び委託先事業者の役職員等は、通報者を特定しようとしてはならない。 



４ 本市は、前３項に違反する行為が行われたときは、当該違反者に対して適切な処分

等を課すものとする。 

 

第３章 外部通報への対応等 

（外部通報の受理） 

第１４条 外部通報対応責任者は通報窓口から外部通報につき取次ぎを受けたときは、

当該通報内容にかかる処分又は勧告等の権限を本市が有しているかを確認し、本市が

権限を有しているときは受理する旨を、本市が権限を有していないときは不受理とす

る旨を通報者に対し外部通報受理・不受理通知書（第５号様式）により遅滞なく通知す

るものとする。ただし、通報者が当該通報にかかる通知等を望まない場合、その他やむ

を得ない理由がある場合はこの限りでない。 

２ 外部通報対応責任者は、前項にかかる通知を行ったときは、通報統括責任者に報告

を行うものとする。 

（教示） 

第１５条 外部通報対応責任者は前条の規定により本市が処分又は勧告等をする権限を

有しない不受理する旨を通知するときは、通報者に対して当該通報にかかる処分又は

勧告等の権限を有している行政機関を遅滞なく教示しなければならない。この場合に

おいて外部通報対応責任者は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、

名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、作成した当該通報にかかる

資料を通報者に提供するものとする。 

（外部通報の調査及び措置） 

第１６条 外部通報対応責任者は、通報に関する秘密を保持するとともに、通報者が調

査対象となる事業者及びその関係者に特定されないよう十分に留意しつつ、速やかに必

要かつ相当と認められる方法で調査を実施するものとする。 

２ 外部通報対応責任者は、調査の方法、内容等の適正性を確保するとともに、対象事案

を適切に管理するものとする。 

３ 主管課は、調査の結果、法第２条第３項に規定する通報対象事実があると認めると

きは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置をとるものとする。 

４ 外部通報対応責任者は、対象事案の対応が完了したときは、調査結果及び措置内容

を通報統括責任者に遅滞なく報告するものとする。 

（調査結果及び措置等の通知） 

第１７条 外部通報対応責任者は、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名

誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲内において、前条に規定する調査が完了

したときは外部通報調査結果通知書（第６号様式）により、前条第３項に規定する是正

措置等を実行したときは外部通報措置等通知書（第７号様式）により、遅滞なく当該通

報者に対し通知するものとする。ただし、通報者が当該通報にかかる通知等を望まな

い場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 

（協力義務等） 

第１８条 外部通報対応責任者は、法第２条第３項に規定する通報対象事実又はその他

の法令等に違反する事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が本市



の他にもあるときは、当該行政機関と連携して調査を行い、措置をとる等、相互に緊密

に連絡し協力するものとする。 

（通報者の保護） 

第１９条 本市は、第２１条の規定に正当な理由なく違反した職員に対しては、懲戒処

分その他の適切な措置をとるものとする。 

２ 主管課は、通報等への対応が終了するまでの間、必要に応じて、通報者等が不利益な

取扱いを受けていないか確認するものとする。 

３ 主管課は、通報対応の終了後においても通報者からの相談等に適切に対応するとと

もに、通報者が通報をしたことを理由として、事業者から解雇その他不利益な取扱い

を受けていることが明らかになったときは、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイ

ヤル、各都道府県労働局等を紹介するなど、通報者の保護にかかる必要なフォローア

ップを行うよう努めるものとする。 

 

第４章 雑則 

（不正の目的による通報等の禁止） 

第２０条 公益通報をする者は、虚偽の通報等や、他人を誹謗中傷する目的の通報等そ

の他の不正の目的の通報等をしてはならないものとする。 

２ 本市は、前項に違反している可能性が高いと認められるときには、同項の違反の有

無を調査した上で、当該違反者に対して適切な措置を行うものとする。 

（秘密保持及び個人情報保護の徹底） 

第２１条 公益通報の通報対応業務に従事する者は、通報に関する秘密を漏らしてはな

らないものとする。 

２ 公益通報の通報対応業務に従事する者は、当該対応手続において知り得た個人情報

の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないものとする。 

３ 公益通報の通報対応業務に従事する者は、通報に関する秘密保持及び個人情報保護

の徹底を図るため、通報対応業務中及び通報対応業務終了後において、次の各号に掲

げる事項を遵守しなければならないものとする。 

(1) 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること 

(2) 通報者等を特定させる事項については、調査の対象者に対して開示しないこと 

(3) 通報者等を特定させる事項の情報共有が許される範囲外に開示するときには、通 

報者より書面、電子メール等による明示の同意を取得すること 

(4) 前号に規定する同意を取得するときは、開示する目的及び情報の範囲並びに当該 

情報を開示することによって生じ得る不利益について、通報者に対して明確に説明 

すること 

（利益相反関係の排除） 

第２２条 公益通報の通報対応業務に従事する者は次の各号のいずれかに該当するとき

は、通報対応業務に関与してはならないものとする。 

(1) 法令違反行為等の発覚や調査の結果により実質的に不利益を受ける者 

(2) 通報者又は被通報者と親族関係にある者 

(3) 対象事案に関する公正な調査や措置等の検討又は実施を阻害し得る者 



２ 公益通報に対応するものは、自らが前項各号のいずれかに該当する通報を受け付け

又は取次ぎを受けたときは、他の職員に引き継ぐものとする。 

（通報関連文書の保存） 

第２３条 通報への対応にかかる記録及び関係資料については、対応完了から５年の間、

適切な方法で保存するものとする。 

（通報への適切な対応の推進） 

第２４条 本市は、通報への適切な対応を推進するため、職員に対する定期的な研修の

実施、その他適切な方法により十分に周知するものとする。 

（本市における通報体制及び運用状況等の公表） 

第２５条 本市における公益通報体制の運用状況等についての透明性を高めるとともに、

客観的な評価を行うことを可能とするため、本市は、公益通報体制の運用状況に関す

る概要を各年度の終了後、速やかに公表するものとする。 

附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 



第１号様式（第６条関係） 

公益通報書 
 

公益通報 

の 区 分 

□ 内部通報（本市又は本市職員に関する通報） 

□ 外部通報（本市が処分等をする権限を有する事項に関する通報） 

通報者の区分（内部通報） 

□ 市職員 

□ 派遣労働者 

□ 契約締結先役員・従業員 

□ その他（            ） 

□ 通報の日前１年以内 
※通報の日前１年以内に上記に該当した方は、「通

報の日前１年以内」にチェックをした上で該当の

項目にもチェックをお願いします。 

通報者の区分（外部通報） 

□ 通報対象先の労働者 

□ 通報対象先への派遣労働者 

□ 契約締結先役員・従業員 

□ その他（            ） 

□ 通報の日前１年以内 
※通報の日前１年以内に上記に該当した方は、「通

報の日前１年以内」にチェックをした上で該当の

項目にもチェックをお願いします。 

通 報 者 

氏 名  

住 所  

連 絡 先 

※次のいずれかに☑を入れてください。☑された方法により連絡します。 

□ 電話（                     ） 

□ 電子メール（                  ） 

□ その他（                    ） 

通報内容 

該当する

法令名等 
 

法令違反

の 内 容 

※具体的（時期、場所、違反者、違反内容等）に記入してください。 

 

通 報 内 容 を 

知 っ た 経 緯 
 

他 に 通 報 内 容 

を 知 る 者 

□ 有（                      ） 

□ 無 

本 市以外への通報 

の 有 無 

□ 有（                      ） 

□ 無 

調査結果 

の 通 知 
□ 希望する  □ 希望しない 

 

※調査の参考となる資料等がある場合は、添付してください。 

 

以下事務処理欄 

受付日：   年   月   日 通報窓口担当者氏名： 



第２号様式（第８条関係） 

 

年   月   日 

 

 

         様 

 

内部通報受理・不受理通知書 
通報統括責任者 

 

 

年 月 日付けで受け付けました内部通報について、四日市市公益通報者保護制度実施要綱

第８条の規定により下記のとおり通知します。 

 

記 

 

 １ 内部通報を受理します。 

    通報内容の事実関係の調査を開始するとともに、その調査結果等につきまして、 

あらためてお知らせいたします。 

 

 ２ 内部通報を不受理とします。 

    不受理とする理由は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

  

【事務担当】 

住 所  

電話番号  

FAX 番号  

E m a i l  



第３号様式（第１１条関係） 

 

年  月  日  

 

          様 

 

 

通報統括責任者 

 

 

内部通報調査結果通知書 
 

 四日市市公益通報者保護制度実施要綱第１１条の規定により、下記のとおり調査の結果

を通知します。 

 

 

記 

 

通 報 の 内 容   

調 査 の 内 容   

調 査 の 結 果   

備 考   

 

  

【事務担当】 

住 所  

電話番号  

FAX 番号  

E m a i l  



第４号様式（第１１条関係） 

 

年  月  日  

 

          様 

 

 

通報統括責任者 

 

 

内部通報是正措置等通知書 

 
 四日市市公益通報者保護制度実施要綱第１１条の規定により、下記のとおり是正措置等

を実行した旨を通知します。 

 

 

記 

 

通 報 の 内 容   

是 正 措 置 等 

の 内 容 
  

備 考   

 

  

【事務担当】 

住 所  

電話番号  

FAX 番号  

E m a i l  



第５号様式（第１４条関係） 

 

年   月   日 

 

 

         様 

 

外部通報受理・不受理通知書 
外部通報対応責任者 

 

 

年 月 日付けで受け付けました外部通報について、四日市市公益通報者保護制度実施要綱

第１４条の規定により下記のとおり通知します。 

 

記 

 

 １ 外部通報を受理します。 

    通報内容の事実関係の調査を開始するとともに、その調査結果等につきまして、 

あらためてお知らせいたします。 

 

 ２ 外部通報を不受理とします。 

    不受理とする理由は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

  

【事務担当】 

住 所  

電話番号  

FAX 番号  

E m a i l  



第６号様式（第１７条関係） 

 

年  月  日  

 

          様 

 

 

外部通報対応責任者 

 

 

外部通報調査結果通知書 
 

 四日市市公益通報者保護制度実施要綱第１７条の規定により、下記のとおり調査の結果

を通知します。 

 

 

記 

 

通 報 の 内 容   

調 査 の 内 容   

調 査 の 結 果   

備 考   

 

  

【事務担当】 

住 所  

電話番号  

FAX 番号  

E m a i l  



第７号様式（第１７条関係） 

 

年  月  日  

 

          様 

 

 

外部通報対応責任者 

 

 

外部通報措置通知書 

 
 四日市市公益通報者保護制度実施要綱第１７条の規定により、下記のとおり措置を実行

した旨を通知します。 

 

 

記 

 

通 報 の 内 容   

措 置 

の 内 容 
  

備 考   

 

 

【事務担当】 

住 所  

電話番号  

FAX 番号  

E m a i l  


